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購入パルプの調達にあたっては、当社、合法証明デューディリジェンスシステムマニュ

アル（以下、DDS マニュアル）に基づき、生物多様性への配慮を高め地球環境問題と、

持続可能な木材資源の有効活用の観点から、違法伐採された木材原料（チップ）を使用し

ていないサプライヤーから調達するよう、以下「木材パルプの調達方針」を定めました。  

  

【 木材パルプの調達方針 】 

●基本調達方針● 

１．パルプの調達にあたり、法令を遵守して生産されたパルプを調達する。  

２．木材原料（チップ）の出所が遡れ、適正に管理された森林より生産されたものであ

ることが確認できるサプライヤーから調達する。  

３．資源の有効利用の観点から、製材廃材、間伐材、低質材等を原材料とするパルプを

優先的に調達する。 

４．サプライヤーから「違法伐採木材は取り扱わない」という誓約書並びに、トレーサ

ビリティレポートもしくは第三者機関による合法証明書を入手する。 

５．法令・社会規範等を遵守し、人権、環境、社会に対し、適切に配慮しているサプラ

イヤーから調達する。 

６．違法伐採木材、保全価値の高い森林からの木材及び、人権や伝統を守る権利が侵害

された状況で伐採された木材を原材料とするパルプは調達しません。 

７．毎年度の違法伐採対策の取組みについて、その概要を公開するとともに、第三者の

監査を実施する。 

８．違法伐採対策に関連する資料は最低５年間保管し、監査などの必要に応じ開示する。 

 

●合法証明システム● 

＜国産パルプ＞ 

１．サプライヤーが、日本製紙連合会の「違法伐採対策の自主的な取組み」を実施して

いる場合は、当該サプライヤーが発行する合法証明書を入手する。 

２．上記以外の場合は、サプライヤーから「違法伐採木材は取り扱わない」という誓約

書を入手するとともに、伐採地域・樹種・数量等を記載したトレーサビリティレポ

ートの作成を要求し、定期的に同レポートを入手する。  

 

＜輸入パルプ＞ 

１．サプライヤーから「違法伐採木材は取り扱わない」という誓約書を入手する。 

２．原則として森林認証システムによる証明書の提出が可能なサプライヤーから購入し、

その証明書を入手する。  

３．上記以外の場合は、伐採地域・樹種・数量等を記載したトレーサビリティレポート

の作成を要求し、定期的に同レポートを入手する。 

 

以上 

 

 ※２０２４年度に当社へ納入されたパルプは全て合法的に伐採された木材原料を使って製造されたパルプである 

ことを DDS マニュアルに基づき、確認しています。 

また、この取組については、２０２５年９月１８日に日本製紙連合会の違法伐採対策モニタリングを受けています。 


